
（４）流域における個別対策について

耳川流域における対策内容

資料４－１
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①耳川流域における対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容

2



幸脇地区

立縫地区

飯谷地区

余瀬地区

鳥川地区

広瀬地区

福瀬地区

中野原地区

小野田地区

鶴野内地区

河川改修区間

○耳川では、平成９年に発生した水害で甚大な被害を受けた地域を対象に、河道掘削、築堤、護岸整備、
宅地嵩上げ、橋梁架替等を行い、沿川地域の浸水被害の軽減を図る。

出水状況

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ① 河川改修

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 洪水氾濫対策 河道掘削、築堤、橋梁架替 等 宮崎県
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護岸施工箇所（Ｒ２施工）

施工前

施工後

（鶴野内地区）

福瀬大橋 架替

【宮崎県日向土木事務所】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 洪水氾濫対策 樹木伐採・河道掘削 宮崎県

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ② 樹木伐採及び河道掘削

耳川水系 耳川 樹木伐採【R2実施前】 耳川 樹木伐採【R2実施後】

Ｒ３河道掘削

○樹木繁茂や土砂堆積の流下阻害等で洪水氾濫による被害が生じる恐れのある箇所について、
樹木伐採や河道掘削を実施する。

坪谷川 河道掘削【R2実施前】 坪谷川 河道掘削【R2実施後】

Ｒ３河道掘削
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【宮崎県日向土木事務所】
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対象河川
○耳川水系の普通河川（千鳥川ほか25河川）

着手前 完 了

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ③ 河道に支障となる草木や堆積土砂等の撤去
○河川パトロール等に基づき、草木繁茂や土砂、流木等の堆積により、水害発生の恐れのある
箇所について、伐採や土砂等の撤去を実施する。

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 洪水氾濫対策 河道に支障となる草木の除去 日向市
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【日向市建設課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 洪水氾濫対策 河川内の堆積土砂や草木の除去 美郷町

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ④ 河道掘削

○樹木繁茂や土砂堆積の流下阻害等で洪水氾濫による被害が生じる恐れのある箇所について、
樹木伐採や河道掘削を実施する。

〇 対象河川（普通河川）耳川水系田代川ほか３８河川
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【美郷町建設課】



④計画の改善

総合土砂管理の

仕組み

②モニタリング

③問題・課題の評価

地域住民

学識者

民 間

行 政

〈
関
連
す
る
委
員
会
〉

宮
崎
県
中
部
流
砂
系
検
討
委
員
会

ＷＧ 

地域住民

耳川水系総合土砂管理計画

行動計画

基本的な考え方

◆総合土砂管理の枠組み

耳
川
水
系
総
合
土
砂
管
理
に

関
す
る
評
価
・
改
善
委
員
会

・「31」の調査項目
・物理環境

・動植物、生態系

※  は委員会で対応する内容 

・領域ごとに問題・課題を評価

・耳川通信簿とりまとめ

・行動計画の評価

・役割分担・対策の改善

・モニタリング実施内容の改善

・評価方法の改善

委員会の検討領域 

①対策の実施

・「60」の行動計画を推進

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策他 洪水氾濫対策ほか 総合土砂管理による問題・課題（治

水安全度低下等）の解決
宮崎県
関係機関

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策他 ⑤ 総合土砂管理による問題・課題の解決への取組み
○平成17年台風14号による甚大な浸水被害は、河川及びダムに流入する多量の土砂の堆積が原因の一つ。
○山地、河川、ダム、河口域までの土砂に起因する様々な問題・課題（治水安全度低下等）に対応して
いくために策定した「耳川水系総合土砂管理計画」に基づいた行動を実施、継続中。

○治水等への影響を把握するため、引き続きモニタリング等を実施、継続していく。

①耳川通信簿の作成

・各領域の評価

・流域全体の総合評価

②行動計画の評価・改善

③モニタリング実施内容の改善

④評価方法の改善

評価・改善委員会の役割

事業者
行政機関

関係機関ほか

評価

改善

意見

交換

耳川水系総合土砂管理に関する
評価・改善委員会

河口・海岸
ワーキンググループ

ダム・河道・山地
ワーキンググループ

総合土砂管理と評価改善委員会の
位置付け（概念図）

耳
川
水
系
概
要
図

評
価
・
改
善
委
員
会
と

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に

お
け
る
検
討
ス
キ
ー
ム 評価改善委員会
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【宮崎県】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 土砂災害対策 砂防堰堤整備 宮崎県

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑥ いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進

○流域における荒廃地域の保全を行うとともに、下流河川の河床上昇を防ぎ、土砂流出によ
る災害から人命等を守ることを目的として砂防堰堤の整備を実施する。

【位置図】

砂防堰堤の計画位置を管内図に示し、
貼り付けてください。

実施地区：鵜毛谷川２（日向市平岩）

代表箇所の図面もしくは写真を添付
してください。

【施工イメージ】
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【宮崎県日向土木事務所】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流水の貯留機能の拡大 利水ダムにおける事前放流の実施、

体制構築 宮崎県、九州電力

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑦ ダムの事前放流の実施、体制構築

○耳川水系においても、ダムの事前放流に関する協定を締結（令和２年８月31日）し、体制を構築。
○利水ダムに貯めている水をあらかじめ放流し、ダムの水位を低下させ、確保できた容量を洪水対策に
活用する。

堆砂容量

利水容量

発電放流

流入

事前放流のイメージ

事前放流
の実施

上椎葉ダム 岩屋戸ダム 塚原ダム 諸塚ダム
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ダム名
有効貯水容量
（千m3）

洪水調節可能容量
（千m3）

上椎葉ダム 76,000 33,247
岩屋戸ダム 6,358 2,632
塚原ダム 19,555 10,125
山須原ダム 1,261 1,650
西郷ダム 1,223 1,709
大内原ダム 1,239 5,091
宮の元ダム 10
諸塚ダム 1,260 1,037

62

【九州電力】



○農業用ため池の改修や耐震化を行うことで下流域の被害軽減を図る。
○洪水吐等を改修し、管理者による事前放流を行うことで周辺地域の被害軽減を図る。

日向土木事務所管内 ため池整備事業【位置図】

農業用ため池の整備

現況写真

実施内容 受益面積 地区名 備 考

農業用ため池の整備 8.5ha 内ノ口 R6（予定）

ため池事前放流

標準断面図

底樋工断面図

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑧ 農業用ため池の事前放流の促進

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流水の貯留機能の拡大

農業用ため池の改修

管理者による農業ため池の事前放流
の促進

宮崎県、日向市

ため池管理者
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【日向市農業畜産課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上 ほ場整備・用排水路の整備 美郷町

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑨ 農業農村整備事業による流域治水
【農業農村整備事業を計画的に実施することで農業の多面的機能を発揮】

○排水路を整備することで、水田がもつ貯留及び排水機能の向上により周辺地域の被害を軽減

美郷町管内 農業農村整備事業【位置図】

日本型直接支払制度・中間管理事業関連事業
を活用した地元負担の軽減・推進

美郷町一円

実施内容 年度 事業名 備 考

ほ場整備
用排水路整備等 R3

県単土地改良事業
町単土地改良事業
耕作条件改善事業
中山間地域総合整備事業

流出抑制対策
用排水路の整備
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【美郷町建設課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上 日本型直接支払制度を活用した維持

管理による被害の軽減 活動組織

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑩ 日本型直接支払制度による農地保全活動

○用排水路の適正な維持管理、周辺林地の管理、水田が持つ雨水貯留機能の向上により周辺地域の被害を軽減。

活動組織による作業状況

日本型直接支払制度 協定数

中山間地域等直接支払制度 ４０

多面的機能支払制度 ３４

計 ７４
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【美郷町農林振興課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上 森林整備

（造林・間伐・一貫施業） 日向市

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑪ 森林整備・保全の実施

○森林の有する土砂流出防止機能や水源涵養機能、洪水緩和機能等を適切に発揮させるため、間伐や下
刈り、再造林等の適切な森林整備・保全を行う。
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伐採後の荒廃地を防ぐため、伐採から定植までを行う『一貫施業』の推進：「伐採と造林の連携による再造林推進事業」

間伐前 間伐後

伐採 完了定植

間伐の促進：樹林及び下床植生の生育を促し、山林の保水能力を高めて、斜面崩壊の低減や土砂流出の防止を図る。

施業中

【日向市林業水産課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上 再造林、保育（除間伐等） 美郷町

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑫ 森林整備事業の推進

○再造林、保育（除間伐等）の推進により、森林資源を造成し、土砂流出防止機能や保水機能を適切に発揮させる。

再造林 保育（間伐）

事業区分 事業内容 面 積

森林整備
新 植 ２１９ha

除間伐 １７０ha

計 ３８９ha
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【美郷町農林振興課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

流域の雨水貯留機能
の向上

森林整備（下刈り、間伐等）
治山事業（治山ダム、山腹工事） 諸塚村

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑬ 森林整備・保全の実施

○間伐や下刈り等の適切な森林整備を行い、山林が持つ保水機能を向上させる。
○山腹工や治山ダムにより、崩壊斜面の拡大や降雨に伴う土砂流出を防止する。

着手前

流木及び土砂を捕捉する治山ダムの施工

間伐作業による森林の保育

山腹工による土砂流出防止対策

R2年度状況 (R3年度完成予定)

【流域治水への事業効果等】
（保水機能効果）
人工林の間伐により、森林土壌の保水機能が向上する。

（防災・減災効果）
間伐等の適切な森林整備により、下層植生が繁茂し、降雨に伴う土砂流出を抑制する。
治山ダムや山腹工により土砂や流木等の流出を防止し、森林の水源涵養機能や洪水緩和機能等を発揮させる。
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【諸塚村産業課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対
策

土砂災害対策 急傾斜地崩壊対策事業
法面保護事業 椎葉村

流域の雨水貯留機能の向
上

農地保全活動
造林事業
間伐促進事業
治山堰堤事業

椎葉村

着手前 完 成 着手前着手前 完 成完 成

急傾斜対策事業 治山堰堤事業 法面保護事業

着手前着手前 完 成 完 成

農地保全活動 造林事業 間伐促進事業

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑭ 土砂災害対策･流域の雨水貯留機能の向上

○土砂災害対策のため、災害関連急傾斜地崩壊対策事業、法面対策事業、治山堰堤事業を進める。

○流域の雨水貯留機能の向上のため、農地保全活動、造林事業、間伐促進事業を進める。
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【椎葉村農林振興課】



○ ほ場整備事業等での排水施設の整備により、水田の貯水機能の向上を図る。
○ 農業用ため池の改修や耐震化により、貯水機能の向上を図る。
○ 多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度により、水田の貯水機能の維持・強化を図る。（水田面積 約2,200ha）

ほ場整備（整備前） ほ場整備（整備後）

鵜毛 籾木地区

ほ場整備：２箇所

農業用ため池の整備：１箇所

農業用ため池の改修や耐震化

多面的機能支払制度等を活用した支援

ほ場整備事業による農地の区画拡大等

日向土木事務所管内 農業農村整備事業【位置図】

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

氾濫をできるだけ防ぐ・減
らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上

ほ場整備、農業用ため池の整備 宮崎県

多面的機能支払制度等の活用 地元活動組織

耕休農地の草刈

実施内容 数量 地 区 名 備 考
 ほ場整備 25.3ha 鵜毛・籾木、美郷
 農業用ため池の整備 1箇所
 多面的機能支払制度 55組織 日向市、門川町、椎葉村、美郷町

(※R2事業管理計画より)
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氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑮ 農業農村整備事業による多面的機能の発揮
【宮崎県東臼杵農林振興局】



区分 対策内容 実施内容 実施主体 工程
短期 中期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

流域の雨水貯留機能
の向上

森林整備（再造林、下刈り、間伐等）
治山事業（治山ダム、山腹工等） 宮崎県

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑯ 民有林の森林整備・保全対策

○ 河川上流域の民有林では、防災・保水機能を発揮させる森林整備・治山対策に取り組む。
○ 適切な再造林や保育（下刈り、間伐等）により、下層植生の繁茂や根系発達を促進し、表土の流出抑制や、保水能力
の向上、雨水流下速度の緩和等を図り、水源涵養機能や洪水緩和機能を発揮させる。

○ 治山ダムや山腹工により、渓床勾配の安定や山脚固定に加え、土砂及び流木等の流出抑止、山腹崩壊の防止や早期の
森林復旧等を図り、水土保全機能を発揮させる。

【耳川・五十鈴川・塩見川流域の森林の状況】
（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）
森林面積： １４３，２３９ha
有林： １３１．２１８ ha

国有林： １２，０２１ ha

【令和２年度の取組状況】
○森林整備事業
再造林：５２４ha  下刈り：３，３８９ha 除間伐：１，０１３ha

○治山事業
渓間工：１５箇所 山腹工：９箇所

被災時

復旧後
荒廃森林（裸地化）

下層植生繁茂

山腹崩壊の恐れ

土砂及び流木等を捕捉した治山ダム

本数調整による根系発達

山腹工による土砂流出防止対策

耳川流域
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耳川水系に係る国有林の分布状況

国有林森林計画区

日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村：
宮崎北部森林管理署が国有林１２，０８５ｈａを管理（耳川森林計
画区）

○林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、氾濫
河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいる。
○耳川水系に係る国有林においても、下流への土砂や流木の流出抑制や、保水機能の維持を図るなど、森林の保全・整
備を進めている。

【森林の保全・整備の実施状況（令和２年度）】

【森林整備：間伐後】 【治山：渓間工（治山ダム）】

【治山：山腹工】【森林整備：植栽箇所】

国有林森林計画区
国有林

凡 例

事 業
区 分 事業名 宮崎北部森林管理署

耳川森林計画区

治 山 渓間工 1箇所
山腹工

森 林
整 備

間 伐 243ｈａ
新 植 15ｈａ
下 刈 29ｈａ
除伐２類 8ｈａ

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策 ⑰ 森林の保全・整備

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 流域の雨水貯留機能の向上 森林の保全・整備 宮崎北部森林管理

署 19

【宮崎北部森林管理署】



○水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない
箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業である。
○水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、
森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進する。
○耳川、五十鈴川、塩見川流域における水源林造成事業地は、645箇所（森林面積 約10.1千ha）であり、流域治水に
資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していく。

流域

水源林造成事業地

流域内における水源林造成事業地

区分 対策内容 実施内容 実施主体 工程
短期 中期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

流域の雨水貯留機能
の向上 水源林造成事業 森林研究・整備機構

森林整備センター

耳川流域

20

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑱ 水源林造成事業による森林整備・保全対策
【森林研究・整備機構 森林整備センター】



①耳川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容

21



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害対象を減少
させるための対策

水災害ハザードエリアにおけ
る土地利用・住まい方の工夫 災害危険区域の指定 日向市

被害対象を減少
させるための対策 ① 災害危険区域の指定

○過去に台風や豪雨等で浸水被害を受けた耳川周辺の地域について、出水による災害を未然に防止するとともに、地域
16年に制定している。

○条例で「耳川出水災害危険区域」を指定し、区域内の住居の用に供する建築物の建築を制限している。

22
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①耳川流域における対策内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策内容

23



○樋門の自動閉鎖化及び堤防補強等は、
洪水に対しても河川管理施設の機能強化につながる。

（

奥野川 瓦田橋
簡易型監視カメラ

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ① 水位情報等の充実
○従来の水位計や河川監視カメラに加え、危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラを増設し、きめ細
やかな水位情報を提供する。
○安定した雨量・水位情報を提供できるよう観測局等の適切な維持管理を実施していく。

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策

土地の水災害リスク情報
の充実

水位計・河川監視カメラ等の増設、
安定した情報の提供等 宮崎県

耳川水系 設置箇所図 耳川水系 設置基数 （R3.６末時点）
●水位計： 3箇所
○危機管理型水位計：4箇所
▲河川監視カメラ ：3箇所
△簡易型河川監視カメラ：6箇所

危機管理型水位計

簡易型河川監視カメラ▲
△○

△○
△

△●
●

△
○

▲

△

○

▲
●
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被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ② 河川パトロールによる水災害リスク情報の把握

13

○普通河川のパトロールについては、水災害によるリスクの軽減を図り、情報を把握するため、年１回の
通常点検、異常気象時や全国的な課題や国・県からの指導等に応じて実施する緊急点検を行っていく。

１．点検方法
(1)通常点検
○普通河川を、災害発生の頻度や後背地の状況をもとに、Ａ（重要）、Ｂ（準重要）、Ｃ（その
他）に分類し、下記の内容で点検を実施している。

普通河川点検内容一覧 

ランク 本数 
延長 

(km) 

点検方法 

頻度 時期 

Ａ(重要) 43 71.9 年 1回 出水期前（５月下旬～６月上旬）

Ｂ(準重要) 40 50.8 年 1回 台風接近時期前（６月～８月） 

Ｃ(その他) 38 66.2 年 1回 年間を通じて（９月～３月） 

計 121 188.9   

(2)緊急点検
○市道の異常気象時の緊急点検の際に、沿線の河川の状況を確認。

２．対象河川
○耳川水系の普通河川（千鳥川ほか25河川）

▲点検状況

区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

土地の水災害リスク情報の
充実

河川パトロール（普通河川）による
水災害リスク情報の把握 日向市

25
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策

土地の水災害リスク情報の
充実 河川パトロールと情報収集 美郷町

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ③ 水害リスク情報の把握

○美郷町が管理している河川（準用河川・普通河川）については、パトロール及びその他情報収集により水災害リスク
の情報を把握している。

１．パトロール実施内容
①年度当初に業者委託による定期パトロール
②職員が日常に現場を回る際に実施する通常パトロール
③異常気象発生後に実施する災害調査パトロール
２．パトロール以外による異常箇所の情報収集
①

３．対象河川

②町内の日本郵便株式会社・美郷町健友会と『災害発生時における
支援活動協定』を締結。異常を発見した場合の報告を依頼

③

災害調査パトロール状況

準用河川 普通河川 合計
7河川 32河川 39河川

南郷地区 0 76河川 76河川
北郷地区 6河川 66河川 72河川
合計 13河川 174河川 187河川

26
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策

土地の水災害リスク情報
の充実

洪水浸水想定図の作成・データ提供
等 宮崎県

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ④ 水害リスク情報の提供・充実

○作成した洪水浸水想定区域図データの提供。
○洪水予報河川・水位周知河川以外の中小河川についても、浸水想定図を作成し、水害リスク情報空
白地帯を解消していく。

○不動産関係団体等が開催する研修会において、水害リスク情報の解説を実施していく。

洪水浸水想定区域図のない水害リスク情報空白地帯の解消

R2.11月実施状況

不動産関係団体を対象とした研修会での水害リスク情報の解説

水害リスク情報の空白地帯

※現在の浸水想定区域図作成区間

水害リスク情報の空白地帯
坪谷川等
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策

土地の水害リスク情報の
充実 防災重点農業用ため池マップの周知 宮崎県

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑤ 農業用ため池マップの周知

○緊急時の迅速な避難行動につなげるため、県内の防災重点ため池マップの周知を図る。
○ため池マップには、ため池名、所在地、貯水量、緊急時の連絡先等を掲載する。

【経緯】 平成30年7月豪 では  本を中 に多くのため池が
決壊し、甚大な被害が生じたことを踏まえ、今後のため池対策
の進め方に基づく緊急時の迅速な避難行動につなげる対策のひ
とつとして、ため池の位置等を住 に知っていただくため、宮
崎県内の防災重点ため池マップを作成。
【防災重点ため池とは】 決壊した場合の浸水区域に家屋や公
共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池。

●･･･防災重点ため池

農業用ため池マップの公表について

(令和元年５月末時点)

県道

農業用ため池の総数 うち、防災重点ため池
663箇所 420箇所

H25県土整備部
砂防課撮影

ため池マップには、
ため池名、所在地、
貯水量、緊急時の連絡先を掲載

（イメージ）

【農業用ため池マップ】
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化

・ハザードマップ等を活用した啓発
・防災訓練の支援
・地区防災計画の作成支援
・防災情報配信サービス登録者の増加

日向市

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑥ 避難体制等の強化

○ハザードマップ等を活用した啓発や防災訓練の支援などソフト対策の充実により避難体制の強化を図る。

ハザードマップ等を活用した啓発 防災訓練の支援

災害図上訓練の状況

防災訓練の状況
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化

ハザードマップ等を活用した啓発
防災訓練の支援
地区防災計画の作成支援

美郷町

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑦ 避難体制等の強化

○ハザードマップ等を活用した啓発や防災訓練の支援などソフト対策の充実により地域の防
災力の向上及び避難体制の強化を図っていく。

ハザードマップの啓発 防災訓練の支援（避難路の確認）
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化

ハザードマップの作成公表及び随時
更新
ハザードマップ等を活用した啓発

諸塚村

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑧ 避難体制等の強化
○令和３年３月にハザードマップを作成。ホームページでの公表及び村内各戸へ配布を実施予定。
状況に応じ随時更新予定。

○ハザードマップ等を活用した啓発や防災訓練の支援などソフト対策の充実により地域の防災力の向上
及び避難体制の強化を図っていく。
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期

被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化

ハザードマップ等を活用した
危険箇所調査の実施
防災訓練の支援

椎葉村

○ハザードマップ等を活用した危険箇所調査の実施や防災訓練の支援などソフト対策の充実
により地域の防災力の向上及び避難体制の強化を図っていく。

ハザードマップ等を活用した危険箇所調
査の実施（危険箇所等の確認） 防災訓練の支援

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑨ 避難体制等の強化
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化 防災の日、防災週間における防災啓

発 宮崎県

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑩ 防災の日・防災週間における防災啓発

○防災の日や防災週間において、防災啓発を実施、継続していく。
 防災の日（5月第4日曜日） 普及・啓発事業
 防災週間（8月30日 9月5日） 普及・啓発事業

令和２年度防災週間における啓発事業令和３年度宮崎県防災の日（令和３年度は５／２３）における啓発事業

・自助・共助への意識向上のため、テレビ、ラジオCM、ポスター、
チラシ等により風水害への備えの啓発について実施した。
・改正災害対策基本法による新しい避難情報についても啓発した。

（防災の日チラシ表）

・台風シーズン前に多様な避難のあり方と避難における注意点等
を啓発した。
・R2年度は新型コロナウイルス感染症への対応もあり、より避難
の理解力向上が求められたことから、防災週間だけではなく、前
倒しし、8月12日からCM等を放映した。

（防災の日チラシ裏）
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区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 避難体制等の強化 防災士の養成及び出前講座の実施 宮崎県

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑪ 防災士の養成・出前講座の実施

○防災士養成研修 災害時において最も重要な「自助・共助」を推進するため、地域防災の核となる
防災士を養成している。

○防災士出前講座 自主防災組織や自治会、学校や企業に防災士を講師として派遣する出前講座を実
施し、地域の防災力を向上させている。

宮崎県防災士養成研修

・令和３年５月末現在の防災士数
宮崎県 5,646名（人口10万人当たり526名）
全国 211,330名（人口10万人当たり167名）

・防災士数の順位
全国・・・14位 九州・・・３位（福岡、大分に次ぐ）
※人口10万人比では、全国６位

宮崎県防災士出前講座

・養成してきた防災士を活用し、自治会や自主防災組織等で実施
する研修等に防災士を講師として派遣する。

出前講座の主な内容

○地震・津波についての基礎講座
○気象・火山についての基礎講座
○家具固定に関する講座・実習
○地域の地図を用いたワークショップ
○避難所運営ゲーム等を用いた防災学習

（出前講座ポスター）
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【宮崎県危機管理課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体
工程

短期 中期
被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 経済被害の軽減 水防用資器材の備蓄・管理 日向市

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑫ 水防用資器材の備蓄・管理

○水災害時に人命や財産を守るため、即時に水防活動が行えるよう市内４箇所に水防倉庫を
設置し、各種水防用資器材の備蓄・管理を行っている。

消
防
本
部
倉
庫

小
倉
ヶ
浜
倉
庫

（
消
防
訓
練
広
場
）

南
分
遣
所
倉
庫

東
郷
倉
庫

（
東
郷
総
合
支
所
）

木 杭 鉄 杭
土 のう

袋
土 のう

防 水
シ ート

縄 ロープ 鉄 線 ｽ ｺ ｯ ﾌ ﾟ 鍬 掛 矢 蛸 テ ミ モ ッコ オ ノ ナ タ ノ コ 一輪車 ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 鎌 ｸﾘｯﾊﾟｰ

本 本 枚 個 枚 玉 玉 ㎏ 丁 丁 丁 個 個 個 丁 丁 丁 台 丁 丁 個

439 191 7,800 1,350 36 18 17 300 79 31 24 7 25 15 17 10 23 12 10 29 6
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【日向市消防本部警防課】



区分 対策内容 実施内容 実施主体 工程
短期 中期

被害の軽減、早期
復旧・復興のための対策 経済被害の軽減 水防用資機材の備蓄・管理 美郷町

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策 ⑬ 水防用資機材の備蓄・管理

○水災害時に人命や財産を守るため、即時に活動が行えるよう町内に倉庫を設置し、各種水防
用資機材の備蓄・管理を行っている。

消防団本部倉庫

消防団本部倉庫

土のう袋 ロープ スコップ 鍬 掛矢 照明灯 ナタ ノコ ハンマー 鎌
枚 玉 丁 丁 丁 個 丁 丁 丁 丁

1,000 9 12 16 3 ４ 19 3 2 4
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【美郷町総務課】


